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ɹɹ̰� ɹಛఆػೳපӃɼҰൠපচ਺���চҎ্ͷ஍ҬҩྍࢧԉපӃٴͼҰൠපচ਺���চҎ্ͷ঺հड਍ॏ఺ҩྍؔػͰ͋ͬͯɼॳ਍
ͷऀױʹ઎ΊΔଞͷපӃຢ͸਍ྍॴ౳͔ΒͷจॻʹΑΔ঺հ͕͋Δ΋ͷͷׂ߹౳͕௿͍΋ͷ

ɹɹ̱� ɹڐՄපচ਺͕���চҎ্Ͱ͋ΔපӃʢಛఆػೳපӃɼ஍ҬҩྍࢧԉපӃɼ঺հड਍ॏ఺ҩྍٴؔػͼҰൠපচ਺͕���চະຬ
ͷපӃΛআ͘ʣͰ͋ͬͯɼॳ਍ͷऀױʹ઎ΊΔଞͷපӃຢ͸਍ྍॴ౳͔ΒͷจॻʹΑΔ঺հ͕͋Δ΋ͷͷׂ߹౳͕௿͍΋ͷ

਍ྉʢҰൠපচ数���চະຬͷපӃɼ਍ྍॴʣù࠶�　

　�ॳ਍ྉø

ҩՊ਍ྍ報酬　点数早見表

ʲڞ௨ʳ਍ྍใु఺਺දͷࣔࠂ಺༰ʹ͖ͮجɼදதʹද͍ࣔͯ͠Δུশ͸࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ɹɹɹ਍ྍॴͷΈࢉఆɹɹɹɹ֎དྷͷΈࢉఆɹɹɹɹɹೖӃͷΈࢉఆ
ɹɹɹࢪઃج४ಧग़ҩྍࢉ͍͓ͯʹؔػఆɹɹɹɹɹɹࢪઃج४Λຬͨ͢ҩྍࢉ͍͓ͯʹؔػఆ
ɹɹɹʮࢪʯɼʮجʯҎ֎Ͱಧग़ҩྍࢉ͍͓ͯʹؔػఆ

診 外 入

施 基

届

̖���ɹ֎དྷ਍ྍྉ
ॴఆ఺਺ ࣌ؒ֎Ճࢉ ࢉ೔Ճٳ ਂ໷Ճࢉ ࣌ؒ֎ಛྫ ಉҰ೔̎Պ໨

Ұɹɹൠ �� ʴ�� ʴ��� ʴ��� ʴ���
��

ະຬࡀ̒
࣌ؒ಺ ʢʴ��ʣ��� ʵ ʵ ʵ ʵ
࣌ؒ֎౳ˎ� �� ʴ��� ʴ��� ʴ��� ʴ���

৘ใ௨৴ثػΛ༻͍ͨ࠶਍ 施 ��
ଞҩྍؔػ΁จॻ঺հͷਃग़Λ͍ͯͬߦΔऀױˎ̎ ��ʢಉҰ೔̎Պ໨��ʣ
ಛఆଥ݁཰֎དྷ਍ྍྉ 基 ��ʢಉҰ೔̎Պ໨��ʣ

஫��ɹిࢠతอ݈ҩྍ৘ใ׆༻Ճࢉ 基 ʴ ʢ݄̐̍ճʣ
ˎ̍ ɹ࣌ؒ֎Ճࢉɼٳ೔Ճࢉɼਂ໷Ճࢉɼ࣌ؒ֎ಛྫอݥҩྍؔػͷ৔߹ͷՃࢉɼখࣇՊʢখࣇ֎ՊΛؚΉʣඪᒗอݥҩྍؔػʹ͓͚Δ

໷ؒ౳ͷ਍ྍʹ܎Δಛྫʹ͍ͭͯࢉఆ͢Δ৔߹ɻ
ˎ̎ ɹԼهͷ̰ຢ͸̱ͷอݥҩྍؔػʹ͓͍ͯɼଞͷපӃʢҰൠපচ਺���চະຬʹݶΔʣຢ͸਍ྍॴʹର͠จॻʹΑΔ঺հΛࢫ͏ߦͷ

ਃग़Λͨͬߦʹ΋͔͔ΘΒͣड਍ͨ͠৔߹ʹࢉఆ͢Δʢͦٸۓͷଞ΍ΉΛಘͳ͍ࣄ৘͕͋Δ৔߹Λআ͘ʣɻ
ɹɹ̰� ɹಛఆػೳපӃɼ஍ҬҩྍࢧԉපӃٴͼ঺հड਍ॏ఺ҩྍؔػͰ͋ͬͯɼॳ਍ͷऀױʹ઎ΊΔଞͷපӃຢ͸਍ྍॴ౳͔Βͷจॻ

ʹΑΔ঺հ͕͋Δ΋ͷͷׂ߹౳͕௿͍΋ͷ
ɹɹ̱� ɹڐՄපচ਺͕���চҎ্Ͱ͋ΔපӃʢಛఆػೳපӃɼ஍ҬҩྍࢧԉපӃٴͼ঺հड਍ॏ఺ҩྍؔػΛআ͘ʣͰ͋ͬͯɼॳ਍ͷױ

ऀʹ઎ΊΔଞͷපӃຢ͸਍ྍॴ౳͔ΒͷจॻʹΑΔ঺հ͕͋Δ΋ͷͷׂ߹౳͕௿͍΋ͷ

ɹҩྍ༻ҩༀ඼ͷऔҾՁ֨ͷଥ݁཰ˎʹؔͯ͠ްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४ʹ֘౰͢Δอݥҩྍػ ʢؔڐՄපচ
਺͕���চҎ্Ͱ͋ΔපӃʹݶΔʣʹ ఆ͢Δɻࢉ͍͓ͯ
ˎ ౰֘อݥҩྍߪ͍͓ͯʹؔػೖ͞ΕͨɼༀՁج४ऩࡌҩྍ༻ҩༀ඼ͷༀՁ૯ ʢֹ֤ҩྍ༻ҩༀ඼ͷ֨ن୯Ґ਺ྔʹༀՁΛ৐ͨ͡Ձ֨Λ

ʹ΋ͷʣͨ͠ࢉ߹ ઎ΊΔɼԷചൢചۀ ʢऀҩༀ඼ҩྍثػ౳๏ʹنఆ͞ΕΔԷചൢചऀۀʣͱ౰֘อݥҩྍؔػͱͷؒͰͷऔҾՁ͕֨ఆ
ΊΒΕͨɼༀՁج४ऩࡌҩྍ༻ҩༀ඼ͷༀՁ૯ֹͷׂ߹Λ͍͏

ʲಛఆଥ݁཰ॳ਍料ɼಛఆଥ݁཰࠶਍料ɼಛఆଥ݁཰֎དྷ਍ྍ料ʳ

ɹಛఆػೳපӃɼҰൠපচ਺���চҎ্ͷ஍ҬҩྍࢧԉපӃٴͼҰൠපচ਺���চҎ্ͷ঺հड਍ॏ఺ҩྍػ
ؔˎ̍ʹ͓͍ͯɼ঺հঢ়ͳ͠Ͱड਍ͨ͠ऀױ౳͔Βɼްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔֹۚˎ̎Ҏ্ͷࢧ෷͍ΛٻΊͨ৔߹͸ɼ
࣍ͷ఺਺Λ߇আͨ͠఺਺Ͱࢉఆ͢Δɻ

Δॴఆ఺਺͔Β��఺܎ʹ਍࠶਍ɿ࠶Δॴఆ఺਺͔Β���఺ɹ܎ʹআֹɹॳ਍ɿॳ਍߇
ˎ̍ɹ ֎དྷػೳใࠂର৅පӃ౳Ͱ͋ͬͯɼްੜ࿑ಇলྩͰఆΊΔ֎དྷҩྍΛఏ͢ڙΔװجతͳපӃͱͯ͠౎ಓ෎ݝʹΑΓެද͞Εͨ΋ͷ
ˎ̎ɹ ॳ਍ͷ৔߹ �
���ԁɹɹ࠶਍ͷ৔߹ �
���ԁ

ʲ঺հঢ়ͳ͠Ͱड਍ͨ͠ऀױ等͔Βఆֹෛ୲Λ௃ऩͨ͠৔߹ͷ߇আʹ͍ͭͯʢrྩ࿨̐೥��݄�೔ߦࢪʣ

　�֎དྷ਍ྍྉʢҰൠපচ数���চҎ্ͷපӃʣúॳ
ɾ
࠶
਍

ॳ
ɾ
࠶
਍

�表㽎ݟૣ �表㽎ݟૣ



■̖���୹ظ଺ࡏखज़等جຊ料
１　୹期଺在手術等基本料１（日ؼりの場合）施
　イ　麻ਲを伴う手術を行ͬた場合　�
���　ロ　イ以外の場合　�
���

୹期଺在手術等基本料２
（１ധ２日の場合）はഇ止

２　୹期଺在手術等基本料３（４ധ５日までの場合）下記の点数（ʢ　ʣ内の点数は生活療養を受ける場合）
%23�　ऴ夜ਭ຾ϙリάラϑΟーň3ŉ１及び２以外の場合

ňイŉ҆શ精度管理下で行うもの� ��
���ʢ��
���ʣ
%23�　ऴ夜ਭ຾ϙリάラϑΟーň3ŉ１及び２以外の場合

ňロŉその他のもの �
���ʢ�
���ʣ
%23�　ऴ夜ਭ຾ϙリάラϑΟーň3ŉ１及び２以外の場合

ňイŉ҆શ精度管理下で行うもの� ��
���ʢ��
���ʣ
%23�　ऴ夜ਭ຾ϙリάラϑΟーň3ŉ１及び２以外の場合

ňロŉその他のもの �
���ʢ�
���ʣ
%23��2　൓෮ਭ຾જ時（5-4.）ݧࢼ� ��
���ʢ��
���ʣ
%28�　内分ൻ負ՙݧࢼň1ŉ下ਨ体લ༿負ՙݧࢼňイŉ੒長ホ
ルϞン（̜̝）（一連として） �
���ʢ�
���ʣ
%291�2　小児৯物ΞϨルΪー負ՙࠪݕ� �
���ʢ�
���ʣ
%413　લཱથ਑生ݕ法ň2ŉその他のもの� ��
���ʢ��
���ʣ
,00��2　経ൽ的์射ઢ࣏療用ۚଐϚーカーཹஔ術

��
���ʢ��
���ʣ
軟部腫瘍ఠ出術ň2ŉ手，଍（手に限るŇ）װۥ・ࢶ࢛　030,

��
���ʢ��
���ʣ
ࠎ手सঢ়）ࠎ的手術ň2ŉલ࿹，下଼，手सঢ়݂؍ંࠎ　046,
に限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
術ň3ŉલ࿹，下ڈ内ҟ物（ૠ入物をؚΉŇ）除ࠎ　048, （଼લ
࿹に限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
，手，ࠎක֖，ࠎ࠯術ň4ŉڈ内ҟ物（ૠ入物をؚΉŇ）除ࠎ　048,
଍，指（手，଍）その他（ࠎ࠯に限るŇ）� ��
���ʢ��
���ʣ
，手，ࠎක֖，ࠎ࠯術ň4ŉڈ内ҟ物（ૠ入物をؚΉŇ）除ࠎ　048,
଍，指（手，଍）その他（手に限るŇ）� ��
���ʢ��
���ʣ
,0�0　Ψンάリオンఠ出術ň1ŉ手，଍，指（手，଍）（手に限
る。） ��
���ʢ��
���ʣ
,093�2　関અڸ下手ࠜ管開์手術� ��
���ʢ��
���ʣ

���神経અ੾除術（྆ଆ）ײ下交ڸߢڳ　196�2,���ʢ��
���ʣ
,202　ྦ管チϡーϒૠ入術ň1ŉྦಓ内ڸࢹを用いるもの

��
���ʢ��
���ʣ
,21�　眼ᛐ内൓঱手術ň2ŉൽෘ੾開法� ��
���ʢ��
���ʣ
,219　眼ᛐ下ਨ঱手術ň1ŉ眼ᛐےڍલస法� ��
���ʢ��
���ʣ
,219　眼ᛐ下ਨ঱手術ň3ŉその他のもの� ��
���ʢ��
���ʣ
,224　ཌྷঢ়ย手術（หのҠ২を要するもの）� �
���ʢ�
���ʣ
手術ň2ŉ後స法ࢹࣼ　242, ��
���ʢ��
���ʣ
手術ň3ŉલస法及び後స法の併施ࢹࣼ　242,

��
���ʢ��
���ʣ
,254　࣏療的֯ບ੾除術ň1ŉエキγϚϨーβーによるもの

（֯ບδストロϑΟー又はଳঢ়֯ບ変性に係るものに限るŇ）
��
���ʢ��
���ʣ

,268　྘内ো手術ň6ŉਫথ体再建術併用眼内υϨーンૠ入
術 ��
���ʢ��
���ʣ
,282　ਫথ体再建術ň1ŉ眼内Ϩンζをૠ入する場合ňロŉそ
の他のもの（ยଆ） ��
���ʢ��
���ʣ
,282　ਫথ体再建術ň1ŉ眼内Ϩンζをૠ入する場合ňロŉそ
の他のもの（྆ଆ） ��
���ʢ��
���ʣ
,282　ਫথ体再建術ň2ŉ眼内Ϩンζをૠ入しない場合（ยଆ）

��
���ʢ��
���ʣ
,282　ਫথ体再建術ň2ŉ眼内Ϩンζをૠ入しない場合（྆ଆ）

��
���ʢ��
���ʣ
ບ形੒手術ޑ　318, ��
���ʢ��
���ʣ
,333　鼻ંࠎࠎ整෮ݻ定術 ��
���ʢ��
���ʣ
又はϑΝڸ಄޴಄・੠ଳϙリープ੾除術ň2ŉ௚ୡ޴　389,
イόースίープによるもの ��
���ʢ��
���ʣ
,4�4　乳થ腫瘍ఠ出術ň1ŉ長５ܘセンチメートル未満

��
���ʢ��
���ʣ

,4�4　乳થ腫瘍ఠ出術ň2ŉ長５ܘセンチメートル以上
��
���ʢ��
���ʣ

,616�4　経ൽ的γϟント֦ு術・݂ખ除ڈ術ň1ŉ初回
��
���ʢ��
���ʣ

,616�4　経ൽ的γϟント֦ு術・݂ખ除ڈ術ň2ŉ １の実施
後３月以内に実施する場合 ��
���ʢ��
���ʣ
,61�　下ࢶ静脈ᚅ手術ň1ŉൈڈ੾除術� ��
���ʢ��
���ʣ
,61�　下ࢶ静脈ᚅ手術ň2ŉ硬化療法（一連として）

�
���ʢ�
���ʣ
,61�　下ࢶ静脈ᚅ手術ň3ŉߴҐ結ា術� �
���ʢ�
���ʣ
,61��2　大෬在静脈ൈڈ術 ��
���ʢ��
���ʣ
,61��4　下ࢶ静脈ᚅ݂管内মऊ術� ��
���ʢ��
���ʣ
,61��6　下ࢶ静脈ᚅ݂管内࠹ખ術� ��
���ʢ��
���ʣ
,633　ϔルニΞ手術ň5ŉ૏ܘϔルニΞ（３歳未満に限るŇ）

��
���ʢ��
���ʣ
,633　ϔルニΞ手術ň5ŉ૏ܘϔルニΞ（３歳以上６歳未満に
限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
,633　ϔルニΞ手術ň5ŉ ૏ܘϔルニΞ（６歳以上15歳未満
に限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
,633　ϔルニΞ手術ň5ŉ૏ܘϔルニΞ（15歳以上に限るŇ）

��
���ʢ��
���ʣ
,634　ෲڸߢ下૏ܘϔルニΞ手術（྆ଆ）（３歳未満に限るŇ）

��
���ʢ��
���ʣ
,634　ෲڸߢ下૏ܘϔルニΞ手術（྆ଆ）（３歳以上６歳未
満に限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
,634　ෲڸߢ下૏ܘϔルニΞ手術（྆ଆ）（６歳以上15歳未
満に限るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
,634　ෲڸߢ下૏ܘϔルニΞ手術（྆ଆ）（15歳以上に限
るŇ） ��
���ʢ��
���ʣ
,�21　内ڸࢹ的大腸ϙリープ・೪ບ੾除術ň1ŉ長２ܘセン
チメートル未満 ��
���ʢ��
���ʣ
,�21　内ڸࢹ的大腸ϙリープ・೪ບ੾除術ň2ŉ長２ܘセン
チメートル以上 ��
���ʢ��
���ʣ
,�43　࣒֩手術（୤ᡗをؚΉŇ）ň２ŉ硬化療法（࢛ஈ֊注射法
によるもの） ��
���ʢ��
���ʣ
,�4�　ᡗ໳ྑ性腫瘍，ᡗ໳ϙリープ，ᡗ໳ઑܓίンδロー
ム੾除術（ᡗ໳ϙリープ੾除術に限るŇ）� ��
���ʢ��
���ʣ
,�4�　ᡗ໳ྑ性腫瘍，ᡗ໳ϙリープ，ᡗ໳ઑܓίンδロー
ム੾除術（ᡗ໳ઑܓίンδローム੾除術に限るŇ）

�
���ʢ�
���ʣ
,�68　体外িܸ೾ਛ・೘管結ੴഁࡅ術（一連につき）

��
���ʢ��
���ʣ
,823�6　೘ࣦې手術（Ϙπリψス毒ૉによるもの）

��
���ʢ��
���ʣ
�静脈ᚅ手術ࡧ下精ڸඍݦ　834�3, ��
���ʢ��
���ʣ
,86�　子ٶᰍ部（ᢀ部）੾除術 ��
���ʢ��
���ʣ
,8�2�3　子ڸٶ下有ܪ೪ບ下ے腫੾出術，子ٶ内ບϙリー
プ੾除術ň1ŉ電解༹࣭液ར用のもの� ��
���ʢ��
���ʣ
,8�2�3　子ڸٶ下有ܪ೪ບ下ے腫੾出術，子ٶ内ບϙリー
プ੾除術ň2ŉその他のもの ��
���ʢ��
���ʣ
,8�3　子ڸٶ下子ےٶ腫ఠ出術ň1ŉ電解༹࣭液ར用のもの

��
���ʢ��
���ʣ
,8�3　子ڸٶ下子ےٶ腫ఠ出術ň2ŉその他のもの

��
���ʢ��
���ʣ
,890�3　ෲڸߢ下ཛ管形੒術 ���
���ʢ���
���ʣ
.001�2　ΨンϚφイϑによる定Ґ์射ઢ࣏療

��
���ʢ��
���ʣ

୹
ظ
଺
ࡏ

　�୹ظ଺ࡏखज़౳جຊྉþ

��表㽎ݟૣ

通則３ 外来ײછ対ࡦ向上加算 施 診 外 � （̒月１回），通則４ 連携強化加算 施 � （̏月１回），通則５ αーϕイランス強化加算 施 � （̍月１回）

■医学管理料等� （特定地域）ʹ厚生労働大臣が定める地域

区分番号 項目名 点数 備考
̗000 特定࣬患療養管理料

外
診療所 ��� 月２回

厚生労働大臣が定める࣬患をओපとする患者පӃ 100চ未満 ���
100～200চ未満 ��

注５　情報通信機器を
用いた場合

施

診療所 ���
පӃ 100চ未満 ���

100～200চ未満 ��
̗001 1 ΢イルス࣬患指導料 １ ���「１」は１回限り，「２」は月１回

注２　後ఱ性໔Ӹ不શ঱ީ܈療養指導加算 施 ����（「２」の
Έ）

２ ���
注３　情報通信機器を用いた場合 施 １ ���

２ ���
 2 特定薬剤࣏療管理料 イ　特定薬剤࣏療管理料１ ��� 月１回

注３　δΪλリス製剤のٸ଎๞和又はてΜかΜ重ੵঢ়ଶ���
注４　４月以降������
注６　ଁ器Ҡ২月から３月に限り��
���
注７　όンίϚイγンを投与している患者����（初回限り）入
注８　注６及び注７以外の患者に行ͬた場合����（初回限り）
注９　ϛίϑΣϊールࢎϞϑΣチル投与のଁ器Ҡ২後の患者

（２種類以上の໔Ӹ཈制剤を投与）����（６月に１回限り）
注10　エϕロリムス投与のଁ器Ҡ২後の患者（２種類以上の

໔Ӹ཈制剤を投与）����（初回投与から３月に限り月１
回，４月目以降４月に１回限り）

ロ　特定薬剤࣏療管理料２ ��� 月１回，αリυϚイυ及びその༠導体を投与している患者
 3 悪性腫瘍特ҟ物࣭࣏療管理料 イ　೘中#5" ��� 月１回

ロ その他１項目 ��� 月１回
注３　初回加算����その他２項目以上 ���

 4 小児特定࣬患カ΢ンセリ
ンά料 外

イ　医師 ⑴　月の１回目 ��� 月２回（２年限度）
小児Պ・心療内Պඪᒗ⑵　月の２回目 ���

ロ　ެ認心理師 ���
 5 小児Պ療養指導料 外 ��� 月１回，15歳未満　　小児Պඪᒗ

注５　人ݺ޻吸器導入時相ஊ支援加算����（文書提ڙ月から
１月限度で１回限り）

注６　情報通信機器を用いた場合 施 ���

 6 てΜかΜ指導料 外 ��� 月１回
小児Պ・神経Պ・神経内Պ・精神Պ・೴神経外Պ・心療内Պඪᒗ注６　情報通信機器を用いた場合 施 ���

 � 難ප外来指導管理料 外 ��� 月１回，厚生労働大臣が定める࣬患をओපとする患者
注５　人ݺ޻吸器導入時相ஊ支援加算����（文書提ڙ月から

１月限度で１回限り）注６　情報通信機器を用いた場合 施 ���

 8 ൽෘՊ特定࣬患指導管理料 外（ᶗ） ��� 月１回
ൽෘՊ・ൽෘൻ೘器Պඪᒗ（ᶘ） ���

注４　情報通信機器を用いた場合
施

（ᶗ） ���
（ᶘ） ��

 9

 10 入Ӄ栄養৯事指導料
入

１ ⑴　初回 ��� 週１回，入Ӄ中２回（「２」は当Ӄ以外の管理栄養࢜）
注３　栄養情報提ڙ加算���（入Ӄ中１回）（厚生労働大臣が定

める患者）
⑵　２回目 ���

２ 診 ⑴　初回 ���
⑵　２回目 ���

 11 ूஂ栄養৯事指導料 �� 月１回

外来栄養৯
事指導料 外

１ ⑴　初回 ①　対໘ ��� 月１回（初回月は２回）
当Ӄの管理栄養࢜
注３　外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する

ઐ໳管理栄養࢜の指導 施 ���（月１回）

②　情報通信機器等 ���
⑵　２回目

以降
①　対໘ ���
②　情報通信機器等 ���

２ 診 ⑴　初回 ①　対໘ ��� 月１回（初回月は２回）
当Ӄ以外の管理栄養࢜②　情報通信機器等 ���

⑵　２回目
以降

①　対໘ ���
②　情報通信機器等 ���

　�ҩֶ؅ཧ౳ÿ
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付　調剤報酬　点数早見表
区分番号 項　　目　　名　　称 点 数 備　　　考

調剤技術料
00 調剤基本料（処方箋の受付１回につき）

１   調剤基本料１ 施
２   調剤基本料２ 施
３　調剤基本料３ 施　イ
　　　　　　　　 　　ロ
　　　　　　　　 　　ハ
注２　特別調剤基本料

��
��
��
��
��
�

※１　厚生労働大臣の定める医療資源が
少ない等の地域は調剤基本料１を算定

※２　複数の保険医療機関から交付され
た処方箋を同時に受け付けた場合，受
付が２回目以降は100分の80で算定

※３　①妥結率５割以下等又は②かかり
つけ薬局の基本的機能に係る業務を
１年未実施の場合（処方箋受付回数
600回以下／月を除く）は100分の
50で算定

※４　後発医薬品の調剤数量割合が著し
く低い場合（処方箋受付回数600回
以下／月を除く）は５点を減算

※５　特別調剤基本料を算定する場合は
100分の80で算定

※６　薬学管理料（10の２及び14の２
の２を除く）は算定不可

※７　薬学管理料（10の２，10の３及
び14の２の２を除く）は算定不可

※８　調剤基本料及びその加算，薬剤調
製料及びその加算並びに薬学管理料

（15の５を除く）は，分割回数で除
した点数を１分割調剤につき算定

注５　※５
　イ　地域支援体制加算１ 施
　ロ　地域支援体制加算２ 施
　ハ　地域支援体制加算３ 施
　ニ　地域支援体制加算４ 施
注６　連携強化加算 施（注５に該当する場合に限る）
注７　※５
　イ　後発医薬品調剤体制加算１ 施
　ロ　後発医薬品調剤体制加算２ 施
　ハ　後発医薬品調剤体制加算３ 施
注９　長期投薬分割調剤（２回目以降，１分割調剤につき）※６
注10　後発医薬品に係る分割調剤（２回目以降のうちの２回目に限る）

※７
注11　医師の指示に伴う分割調剤を実施した場合（注９・注10の場合を

除く）※８

��
��
��
��
�

��
��
��
�

�

01 薬剤調製料
１　内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く（１剤につき））
　注２　嚥下困難者用製剤加算
２　屯 服 薬
３　浸煎薬（１調剤につき）
４　湯薬（１調剤につき）
　イ　７日分以下の場合
　ロ　８日分以上28日分以下の場合
　　⑴　７日目以下の部分
　　⑵　８日目以上の部分（１日分につき）
　ハ　29日分以上の場合
５　注 射 薬
６　外用薬（１調剤につき）
注１　内服用滴剤（１調剤につき）
注２　注射薬の無菌製剤処理加算（１日につき）施
　　　　中心静脈栄養法用輸液無菌製剤処理加算
　　　　抗悪性腫瘍剤無菌製剤処理加算
　　　　麻薬無菌製剤処理加算
注３　麻薬加算（１調剤につき）
　　　　向精神薬，覚醒剤原料又は毒薬加算（１調剤につき）

注４　時間外加算
　　　時間外特例加算
　　　休日加算
　　　深夜加算
注５　開局時間内の夜間・休日等加算（処方箋受付１回につき）
注６　自家製剤加算（１調剤につき・イ⑴は投与日数７日又はその端数を

増すごとに）
　イ　内服薬及び屯服薬
　　⑴　錠剤，丸剤，カプセル剤，散剤，顆粒剤，エキス剤の内服薬
　　⑵　錠剤，丸剤，カプセル剤，散剤，顆粒剤，エキス剤の屯服薬
　　⑶　液 剤
　ロ　外 用 薬
　　⑴　錠剤，トローチ剤，軟・硬膏剤，パップ剤，リニメント剤，坐剤
　　⑵　点眼剤，点鼻・点耳剤，浣腸剤
　　⑶　液 剤
注７　計量混合調剤加算（１調剤につき）
　　⑴　液剤の場合
　　⑵　散剤又は顆粒剤の場合
　　⑶　軟・硬膏剤の場合
注８　在宅患者調剤加算施（処方箋受付１回につき）

��
��
��
���

���

���
��
���
��
��
��

��
��
��
��
�

所定点数の
�������
�������
�������
�������

��

��
��
��

��
��
��

��
��
��
��

※４剤以上は３剤として算定
※自家製剤加算は併算定不可
※剤数にかかわらず所定点数を算定
※４調剤以上は３調剤として算定
※４調剤以上は３調剤として算定

※調剤数にかかわらず所定点数を算定
※４調剤以上は３調剤として算定

※６歳未満の場合は下記の点数
���
���
���

※加算点数の基礎額
各種加減算適用後の調剤基本料，薬剤
調製料，無菌製剤処理加算，在宅患者
調剤加算

※予製剤又は分割した錠剤の場合は，所
定点数の100分の20に相当する点数

※重複算定不可
薬価基準に収載されている薬剤と同一剤
形及び同一規格を有する薬剤は，当該加
算は算定不可

※予製剤による場合は，所定点数の100
分の20に相当する点数

※自家製剤加算を算定した場合，当該加
算は算定不可

区分番号 項　　目　　名　　称 点 数 備　　　考

薬学管理料
10の2 調剤管理料

１　内服薬（内服用滴剤，浸煎薬，湯薬及び屯服薬を除く）
を調剤した場合（１剤につき）

　イ　７日分以下
　ロ　８日分以上14日分以下
　ハ　15日分以上28日分以下
　ニ　29日分以上
２　１以外の場合

�
��
��
��
�

※４剤以上は３剤として算定

注３　重複投薬・相互作用等防止加算
　イ　残薬調整に係るもの以外
　ロ　残薬調整に係るもの
注４　調剤管理加算 
　イ　初めて処方箋を持参
　ロ　２回目以降で処方内容変更による薬剤の変更・追加
注５　電子的保健医療情報活用加算 施
　　　薬剤情報等の取得が困難な場合等の加算

��
��

�
�
�
�

※処方に変更が行われた場合。15，15の２及び15の
３と併算定不可

※月１回に限り算定
※令和６年３月31日まで，３月に１回に限り算定

10の3 服薬管理指導料
１　原則３月以内に再度処方箋を持参した患者
２　１以外の患者
３　特別養護老人ホームに入所している患者（訪問）
４　情報通信機器を用いた服薬指導
　イ　原則３月以内に再度処方箋を提出した患者
　ロ　イ以外の患者
注13　服薬管理指導料の特例
注14　服薬管理指導料の特例

��
��
��

��
��
��
��

※手帳非提示患者は，１の場合は２により算定，４
のイの場合は４のロにより算定

※交通費患家負担（特別養護老人ホーム入所の患者）

※手帳の活用実績が相当程度認められない場合
※かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した

場合
注４　麻薬管理指導加算
注５　特定薬剤管理指導加算１（ハイリスク薬）
注６　特定薬剤管理指導加算２ 施（抗悪性腫瘍剤）
注７　乳幼児服薬指導加算（６歳未満）
注８　小児特定加算
注９　吸入薬指導加算
注10 調剤後薬剤管理指導加算 施

��
��
���
��
���
��
��

※月１回に限り算定

※３月に１回に限り算定
※月１回に限り算定

13の2 かかりつけ薬剤師指導料 施 �� ※麻薬管理指導加算，特定薬剤管理指導加算１・２，
乳幼児服薬指導加算，小児特定加算→「10の３」と
同様

13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 施 ��� ※次のもの以外は包括 ①時間外等加算，夜間・休日
等加算 ②在宅医療に係る点数及び経管投薬支援料 
③薬剤料 ④特定保険医療材料料

14の2 外来服薬支援料
１　外来服薬支援料１
２　外来服薬支援料２
　イ　42日分以下の場合（投与日数７日又はその端数を増

すごとに）
　ロ　43日分以上の場合

���

��

���

※１は，服薬管理をした場合に月１回に限り算定。2
は，２剤以上の内服薬又は３種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な指導を行い服薬
管理を支援した場合に，当該内服薬の投与日数に
応じて算定

14の3 服用薬剤調整支援料
１　服用薬剤調整支援料１
２　服用薬剤調整支援料２
　イ　施設基準を満たす場合 施
　ロ　イ以外の場合

���

���
��

※６種類以上の内服薬（一部除く）の処方について，
１は，保険薬剤師の提案により２種類以上減少し
た場合に月１回に限り算定。２は，処方医に文書
で重複投薬解消を提案した場合に３月に１回に限
り算定

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 届
１　単一建物診療患者が1人の場合
２　単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合
３　１及び２以外の場合
注２　在宅患者オンライン薬剤管理指導料

���
���
���
��

※患者１人につき，１～３まで並びに注２の指導料
を合わせて月４回（末期の悪性腫瘍及び中心静脈栄
養法の患者は週２回かつ月８回）に限り，また保険
薬剤師１人につき週40回に限り算定

※交通費患家負担
※保険薬局と患家との距離が16kmを超える場合は，

特殊の事情の場合を除き算定不可注３　麻薬管理指導加算（１回につき）
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合

���
��

注４　在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算（１回につき） 
施 ���

注５　乳幼児加算（１回につき）
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合

���
��

注６　小児特定加算（１回につき）
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合

���
���

注７　在宅中心静脈栄養法加算（１回につき）施 ���
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˞　肝୾ಓ疾患の診அの໨తで尿த๊ེࢎ合型୾ोࢎଌ定を߬ૉ法によ
り࣮ࢪした場合は，本۠分「18」のίϨステロール分ըに準͡て算定
する。ただし，本۠分「13」の୾ोࢎを同時にଌ定した場合には，い
ͣれか一方のॴ定点数のΈを算定する。

˖　リϙ୿ന（ａ）は， 3月に 1回を限౓として算定できる。
˖　ϔύリンの血தೱ౓ଌ定においては，同一の患者につき 1月以内に
当該検査を 2回以上行った場合においては，算定は 1回とし， 1回໨
のଌ定を行ったときに算定する。
˖　̡̠ô 6 ，本۠分「3５」のഏαーフΝクλント୿നôＡ（ＳＰôＡ）
及び本۠分「37」のഏαーフΝクλント୿നôＤ（ＳＰôＤ）のうͪい

˖　血管内皮૿৩Ҽࢠ（̫Ｅ̛̜）は，クロ΢・ਂ੉症ީ܈（Ｐ̤Ｅ̢
Ｓ症ީ܈）の診அ又は診அޙの経過࡯؍の໨తとして，Ｅ̡ＩＳＡ法
によりଌ定した場合に，月 1回を限౓として算定できる。

͍ͯͭʹࠪݕԘఆྔࠎ　˖
⑴　骨ૈᱷ症の診அ及びその経過࡯؍のࡍのΈ算定できる。ただし， 4
月に 1回を限౓とする。
⑵　「 1」の「஫」はＤＥ̭Ａ法によるࠊ௣ࡱӨ及び大଼骨ࡱӨを同一
日に行った場合にのΈ算定できる。
⑶ 「 2」の̧Ｅ̢Ｓ法（ࠊ௣）は，̧Ｅ̢Ｓ法（3BEJPGSFRVFODZ�
&DIPHSBQIJD�.VMUJôTQFDUSPNFUSZ）によるࠊ௣の骨Ԙ定量検査を࣮
。した場合に算定するࢪ
⑷ 「 2」の「஫」は，̧Ｅ̢Ｓ法によりࠊ௣及び大଼骨の骨Ԙ定量検
査を同一日に行った場合にのΈ算定できる。
⑸　「 3」の「̢Ｄ法，ＳＥ̭Ａ法等」の方法には，ＤＥ̭Ａ法（EVBM�
&OFSHZ�Yô3BZ�"CTPSQUJPNFUSZ），単一ޫࢠ吸収法（ＳＰＡɿ4JOHMF�
1IPUPO�"CTPSQUJPNFUSZ），二重ޫࢠ吸収法（ＤＰＡɿ%VBM�1IPUPO�
"CTPSQUJPNFUSZ），̢ Ｄ法（.JDSPEFOTJUPNFUSZによる骨Ԙ定量法），
ＤＩＰ法（%JHJUBM�*NBHF�1SPDFTTJOH），ＳＥ̭Ａ法（TJOHMF�&OFSHZ�
Yô�3BZ�"CTPSQUJPNFUSZ），単৭̭ઢޫࢠをར用した骨Ԙ定量૷置に
よるଌ定及びQ2$5（QFSJQIFSBM�2VBOUJUBUJWF�$PNQVUFE�5PNPHô

४ઃఆखज़ˠ௨ଇجઃࢪ　˗ 5
ˠ̠93ø௒Ի೾ݻڽ੾։૷ஔ等Ճࢉର৅
ˠ̠93ýࣗಈ๓߹ثՃࢉର৅（ （限౓ݸ3
˖　ෲڸߢԼңہॴ੾আज़ʹ͍ͭͯ
⑴　「 1」は，経内ڸࢹతにߴप೾切除器を用いて病มのप囲に೪膜下
層にୡする切開ઢをઃ͚，ෲڸߢ下にこの切開ઢにԊってज瘍をఠ出
した場合に算定する。
⑵　「 1」において，内ڸࢹに係る費用はॴ定点数に含まれ，別に算定
できない。

18　ίϨステロール分ը 57点

26　リϙ୿ന（ａ） 107点
27　ϔύリン，Τλϊール 108点

28　̡̠ô 6 111点

63 血管内皮૿৩Ҽࢠ（̫Ｅ̛̜） 460点

̙ùøþ ࠪݕԘఆྔࠎ
1 　ＤＥ̭Ａ法によるࠊ௣ࡱӨ 360点
஫　同一日にＤＥ̭Ａ法により大଼骨ࡱӨ
を行った場合には，େ଼ࠎಉ࣌ࡱӨՃࢉ
として，90点をॴ定点数にՃ算する。

2 ̧Ｅ̢Ｓ法（ࠊ௣） 140点
஫ 同一日に̧Ｅ̢Ｓ法により大଼骨の骨
Ԙ定量検査を行った場合には，େ଼ࠎಉ
として，55点をॴ定点数にՃࢉՃࠪݕ࣌
算する。

3　̢Ｄ法，ＳＥ̭Ａ法等 140点
4 　௒Ի೾法 80点
஫　検査のछ類にかかわらͣ，ऀױ øਓʹͭ
͖ 4݄ʹ øճに限り算定する。

̠ý54ô3 ෲڸߢԼңہॴ੾আज़

1 　内ڸࢹॲ置をซࢪするもの 28ó500点
2 　そのଞのもの 20ó400点

˖　ઁ৯ো֐ೖӃҩྍ؅ཧՃࢉʹ͍ͭͯ
⑴　ઁ食ো֐入院医療管理Ճ算は，ઁ食ো֐の患者に対して，医師，؃
士，ެ認৺理師及び管理栄養士等によるूதతかࢱ師，ਫ਼ਆ保健෱ޢ
つଟ໘తな治療がܭըతに提供されることをධ価したものである。
⑵　算定対৅となる患者は，ઁ食ো֐によるஶしい体重ݮগが認められ
る者であって，̢̗Ｉ（#PEZ�.BTT�*OEFY）が1５ະຬであるものを
いう。
⑶　平成31年 4 月 1 日から当分の間，以下のいͣれかの要݅に該当する
者をެ認৺理師とΈなす。
ア　平成31年 3 月31日時点で，ྟচ৺理ٕज़者として保険医療機関に
従事していた者
イ　ެ認৺理師に係るࠃՈݧࢼのडࢿݧ格を有する者
˗　ઁ৯ো֐ೖӃҩྍ؅ཧՃࢉͷର৅ऀױ
　重౓のઁ食ো֐によりஶしい体重のݮগが認められる患者

˖　ฅศதのࡉ菌，原஬検査は，̙÷øþഉᔔ෺，ᕷ出෺又は分ൻ෺のࡉ
菌ݦඍڸ検査により算定する。

˖　ϔモグロϏン検査を໔ӸクロϚト法にて行った場合は，ฅศதϔモ
グロϏン定ੑにより算定する。

˖　ϔモグロϏン検査をۚίロイυूڽ法による定量法にて行った場合
は，ฅศதϔモグロϏンにより算定する。

˖　クϨアチニンについて，Ϡッフェ法を用いて࣮ࢪした場合は算定で
きない。
˖　φトリ΢ム及びクロールについては，྆方をଌ定した場合も，いͣ
れか一方のΈをଌ定した場合も，同一のॴ定点数により算定する。
˖　カルシ΢ム及び本۠分「 7」のイΦン化カルシ΢ムを同時にଌ定し
た場合には，いͣれか一方についてのΈॴ定点数を算定する。
˖　૯మ結合能（̩Ｉ̗Ｃ）（ൺ৭法）と不๞和మ結合能（̪Ｉ̗Ｃ）（ൺ
৭法）を同時に࣮ࢪした場合は，不๞和మ結合能（̪Ｉ̗Ｃ）（ൺ৭法）
又は૯మ結合能（̩Ｉ̗Ｃ）（ൺ৭法）のॴ定点数を算定する。
աાஔʢΞϧϒϛϯʢ̗̘̜๏ʣʣˠୈܦ　˗ 4ষ　ܦաાஔࢀরɻ

̖�ù3øô4 ઁ৯ো֐ೖӃҩྍ؅ཧՃࢉʢ ø೔ʹͭ
͖ʣ
1 　30日以内 200点
2 　31日以上60日以内 100点
஫　別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
͚出た保険医療機関に入院している患者
（第 1 અの入院基本料（特別入院基本料等
を除く。）又は第 3અの特定入院料のうͪ，
ઁ食ো֐入院医療管理Ճ算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。）であっ
て別に厚生労働大臣が定めるものに対して
ඞ要な治療を行った場合に，入院した日か
らى算してý÷೔Λݶ౓として，当該患者の
入院ظ間にԠ͡，それͧれॴ定点数にՃ算
する。

̙÷÷3 ฅศࠪݕ

1 　஬ཛ検出（ूཛ法）（ฅศ），΢ロϏリン
（ฅศ） 15点
2 　ฅศృຣݦඍڸ検査（஬ཛ，脂๱及び消
化状࡯؍گを含む。） 20点
3 　஬体検出（ฅศ） 23点
4 　ฅศத脂質 25点
５ 　ฅศதϔモグロϏン定ੑ 37点

6 　஬ཛഓ養（ฅศ） 40点
7 　ฅศதϔモグロϏン˛ 41点

8 　ฅศதϔモグロϏン及びトランスフェリ
ン定ੑ・定量 56点
9 　カルϓロテクチン（ฅศ） 270点

̙÷÷þ ݂ӷԽֶࠪݕ
1 　૯ϏリルϏン˛，直接ϏリルϏン又は๊
合型ϏリルϏン，૯୿ന˛，アルブミン（̗
ＣＰ改ྑ法・̗Ｃ̜法）˛，尿ૉ஠ૉ˛，
クϨアチニン˛，尿ࢎ˛，アルカリホスフΝ
λーθ（Ａ̡Ｐ）˛，ίリンΤステラーθ
（$I&）˛，Ѝôグルλミルトランスフェ
ラーθ（Ѝô̜̩）˛，தੑ脂๱˛，φト
リ΢ム及びクロール˛，カリ΢ム˛，カル
シ΢ム˛，Ϛグωシ΢ム，クϨアチン，グ
ルίース˛，乳ࢎσώυロήφーθ（̡Ｄ）
˛，アミラーθ，ロイシンアミϊϖϓチダー

ॏཁͱͳΔΩʔϫʔυʹࡍఆͷࢉ
Λ৭จ字Ͱڧௐ͍ͯ͠·͢ɻ

஫ʹنఆ͢Δ఺数΍Ճ໊ࢉ等
Λଠ字Ͱڧௐ͍ͯ͠·͢ɻ

۠෼શମʹ܎Δཹҙ߲ࣄ等͸ͦͷ۠෼ͷ಄ʹɼ۠෼தͷ֤߲
໨ͷΈʹ܎Δཹҙ߲ࣄ等͸ͦͷ߲໨ͷԣʹʰ˖ʱ等Λ෇͚ͯ
ɻྫ͑͹্ͷʰ˖ʱ͸۠෼શମɼԼͷʰ˖ʱ͸ʮ̓ʯͷࡌܝ
Έʹ܎Δཹҙ߲ࣄ等ͱͳΓ·͢ɻ

ࢉՃࠪݕମݕཝͰʰ˛ʱ͕ෟ͞Ε߲ͨ໨͸ɼ֎དྷਝ଎ࠨ
ͷର৅ͱͳΔ߲ࠪݕ໨Ͱ͢ɻ

ཹҙ߲ࣄ等ͱ͸ผʹఆΊΒΕ͍ͯΔنఆͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ӈཝͰ੨໢Λ͔͚͍ͯࣔͯ͠·͢ɻ

ӈཝͷʰ˗ʱͰࣔ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
͸ɼࣔࠂͷ௨ଇ等ͰఆΊΒΕͨن
ఆ΍ܦաાஔʹ͍ͭͯදࣔͨ͠΋
ͷͰ͢ɻʢ͜͜Ͱ͸ܦաાஔʣ

఺数ͷมߋ

ӈཝͷʰ˗ʱͰࣔ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
͸ɼࣔࠂͷ௨ଇ等ͰఆΊΒΕͨن
ఆ΍ܦաાஔʹ͍ͭͯදࣔͨ͠΋
ͷͰ͢ɻʢ͜͜Ͱ͸௨ଇͷنఆʣ

ӈཝͷ߲໨ͷ಄ʹʰ˞ʱ͕͋Δ΋ͷ͸ɼରԠ͢Δࠨཝͷ߲໨
ͷ఺数Λ४༻͢Δ΋ͷͰ͢ɻ

ࠪݕ໨ࣗମʹഁઢʢԼઢʣ͕ෟͯ͋͠Δ΋ͷ͸ɼͦͷ߲ࠪݕ
߲໨ͷΈͷ఺数͕มߋͱͳͬͨ৔߹Ͱ͢ɻԼઢ͕ෟͯ͋͠Δ
΋ͷ͸௥Ճ・ม͕ͨͬ͋ߋ৔߹Ͱ͢ɻ

ྩ࿨̐೥౓վఆͰ௥Ճ・มߋͱ
ͳͬͨ෦෼ʹ͸ԼઢΛෟ͍ͯ͠·
͢ɻʢ࡟আͱͳͬͨ΋ͷʹ͍ͭͯ
͸ද͍ࣔͯ͠·ͤΜɻʣ

ӈཝͷʰˠʱͰࣔ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸ɼࣔࠂ等ʹΑΔՃࢉͷର৅ͱͳ
Δ͜ͱΛࣔͨ͠΋ͷͰɼͦͷՃ໊ࢉͱ۠෼൪߸Λ໌͍ࣔͯ͠·͢ɻ

ù 3

˙ຌྫ（点数表のΈ͔た）
֤ทͷࠨཝʹ͸ɼʮ਍ྍใुͷࢉఆํ๏ʯ
ʢ఺数දࣔࠂʣʹΑΔ఺数දΛͦͷ··ͷ
ॱ൪Ͱ͍ͯ͠ࡌܝ·͢ɻ

֤ทͷӈཝʹ͸ɼࠨཝͷ఺数දʹରԠͨ͠ࢉఆʹؔ͢Δཹҙࣄ
߲等ʹ͍ͭͯద͍ٓͯ͠ࡌܝ·͢ɻ
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療機関にࣗら࿈བྷして঺հすることが求められる」とされているこ
とから，患者の状گによって対Ԡすることがࠔ೉な場合には，΄か
の医療機関と࿈ܞして対Ԡできる体੍を有すること。
Φ ৘報௨৴機器を用いた診療を行うࡍには，Φンラインࢦ針にԊっ
て診療を行い，Φンラインࢦ針において示されている一般ࣾஂ法ਓ
日本医学ձ࿈合が࡞成した「Φンライン診療のॳ診に適さない症状」
等を౿ま͑，当該診療がΦンラインࢦ針にԊった適切な診療である
ことを診療࿥及び診療報酬໌ࡉॻのఠ要ཝにه載する。また，ॲ方
を行うࡍには，Φンラインࢦ針にԊってॲ方を行い，一般ࣾஂ法ਓ
日本医学ձ࿈合が࡞成した「Φンライン診療のॳ診での౤༩につい
てे分な検౼がඞ要な薬ࡎ」等の関係学ձが定める診療ガイυライ
ンを౿ま͑，当該ॲ方がΦンラインࢦ針にԊった適切なॲ方である
ことを診療࿥及び診療報酬໌ࡉॻのఠ要ཝにه載する。
カ ৘報௨৴機器を用いた診療を行うࡍは，༧໿に基づく診࡯による
特別の料ۚの௃収はできない。
キ ৘報௨৴機器を用いた診療を行うࡍの৘報௨৴機器のӡ用に要す
る費用については，療養のڅ付と直接関係ないαーϏス等の費用と
して別్௃収できる。

⑶　患者が異和をૌ͑診療を求めた場合において，診அの結果，疾病と
認むべき௃ީのない場合にあってもॳ診料を算定できる。
⑷　ࣗଞ֮త症状がなく健康診அを໨తとするड診により疾患が発ݟさ
れた患者について，当該保険医が，特に治療のඞ要ੑを認め治療を開
࢝した場合には，ॳ診料は算定できない。
　　ただし，当該治療（ॳ診を除く。）については，医療保険څ付対৅
として診療報酬を算定できる。
⑸　⑷にかかわらͣ，健康診அで疾患が発ݟされた患者が，疾患を発ݟ
した保険医以֎の保険医（当該疾患を発ݟした保険医の属する保険医
療機関の保険医を除く。）において治療を開࢝した場合には，ॳ診料
を算定できる。
ᾌ　労ࡂ保険，健康診அ，ࣗ費等（医療保険څ付対৅֎）により傷病の
治療を֎དྷでड͚ているظ間த又は医療法に規定する病চに入院（当
該入院についてその理༝等は໰わない。）しているظ間தにあっては，
当該保険医療機関において医療保険څ付対৅となる診療をड͚た場合
においても，ॳ診料は算定できない。
ᾍ　Ａ保険医療機関には，検査又はը૾診அのઃඋがないため，̗保険
医療機関（特別の関係（第 2部入院料等「௨則 ５」の「入院ظ間のܭ
算について」の⑶に規定する「特別の関係」をいう。以下同͡。）に
あるものを除く。）に対して，診療状گを示すจॻを添͑てその࣮ࢪ
をґཔした場合には，次のようにऔりѻう。（第 2ষ第 1 部医学管理
等の̗÷÷9診療৘報提供料（Ｉ）の「診療৘報提供料（Ⅰ）について」
の⑸ʙᾍを参照。）
ア　̗保険医療機関が単に検査又はը૾診அのઃඋの提供にとͲまる
場合
　̗保険医療機関においては，診療৘報提供料，ॳ診料，検査料，
ը૾診அ料等は算定できない。なお，この場合，検査料，ը૾診அ
料等を算定するＡ保険医療機関との間で合ٞの上，費用のਫ਼算を行
うものとする。
イ　̗保険医療機関が，検査又はը૾診அの൑ಡも含めてґཔをड͚
た場合
　̗保険医療機関においては，ॳ診料，検査料，ը૾診அ料等を算
定できる。

˖　঺հঢ়ඇ࣋ऀױࢀͷॳ਍ྉʹ͍ͭͯ
⑴　「஫ 2」又は「஫ 3」に規定する保険医療機関において，病院と診

2　病院である保険医療機関（特定機能病
院（医療法（ত和23年法律第20５号）第

　ただし，同一の傷病又はޓいに関࿈のある傷病により，医ՊとࣃՊ
をซͤてड診した場合には，ओたる診療ՊにおいてのΈॳ診料又は࠶
診料（֎དྷ診療料を含む。）を算定する。
˖　医療法（ত和23年法律第20５号）に規定する病চに入院（当該入院
についてその理༝等は໰わない。）しているظ間தにあっては，࠶診
料（֎དྷ診療料を含む。）（ただし，࠶診料の「஫ ５」及び「஫ 6」に
規定するՃ算並びに֎དྷ診療料の「஫ 8」及び「஫ 9」に規定するՃ
算を除く。）は算定できない。また，入院தの患者が当該入院の原Ҽ
となった傷病につき，診療をड͚た診療Պ以֎の診療Պで，入院の原
Ҽとなった傷病以֎の傷病につき࠶診をड͚た場合においても，࠶診
料（֎དྷ診療料を含む。）は算定できない。なお，この場合において，
診料の「஫࠶，診料（֎དྷ診療料を含む。）（ただし࠶ ５」及び「஫ 6」
に規定するՃ算並びに֎དྷ診療料の「஫ 8」及び「஫ 9」に規定する
Ճ算を除く。）以֎の検査，治療等の費用の請求については，診療報
酬໌ࡉॻは入院用を用いる。

˖　ॳ਍ྉʹ͍ͭͯ
⑴　特にॳ診料が算定できないࢫの規定がある場合を除き，患者の傷病
について医学తにॳ診といわれる診療行為があった場合に，ॳ診料を
算定する。なお，同一の保険医が別の医療機関において，同一の患者
について診療を行った場合は，࠷ॳに診療を行った医療機関において
ॳ診料を算定する。
⑵ 「஫ 1」のただしॻに規定する৘報௨৴機器を用いた診療について
は，以下のアからキまでのऔѻいとする。
ア 厚生労働省「Φンライン診療の適切な࣮ࢪに関するࢦ針」（以下「Φ
ンラインࢦ針」という。）にԊって৘報௨৴機器を用いた診療を行っ
た場合に算定する。なお，この場合において，診療内容，診療日及
び診療時間等の要点を診療࿥にه載する。
イ ৘報௨৴機器を用いた診療は，原則として，保険医療機関にॴ属
する保険医が保険医療機関内で࣮ࢪする。なお，保険医療機関֎で
৘報௨৴機器を用いた診療を࣮ࢪする場合であっても，Φンライン
針にԊった適切な診療が行われるものであり，৘報௨৴機器を用ࢦ
いた診療を࣮ࢪした場ॴについては，事ޙతに֬認Մ能な場ॴであ
ること。
΢ ৘報௨৴機器を用いた診療を行う保険医療機関について，患者の
時には，原則として，当該保険医療機関がඞ要な対ٸۓม時等のٸ
Ԡを行う。ただし，໷間΍ٳ日なͲ，当該保険医療機関が΍むをಘ
ͣ対Ԡできない場合については，患者が଎΍かにड診できる医療機
関において対໘診療を行͑るよう，事前にड診Մ能な医療機関を患
者にઆ໌した上で，以下の内容について，診療࿥にه載しておく。
❟ 当該患者に「かかりつ͚の医師」がいる場合には，当該医師が
ॴ属する医療機関໊
➈ 当該患者に「かかりつ͚の医師」がいない場合には，対໘診療
により診療できない理༝，適切な医療機関としての঺հઌの医療
機関໊，঺հ方法及び患者の同ҙ

Τ Φンラインࢦ針において，「対໘診療を適切に組Έ合わͤて行う
ことが求められる」とされていることから，保険医療機関において
は，対໘診療を提供できる体੍を有すること。また，「Φンライン
診療を行った医師ࣗ਎では対Ԡࠔ೉な疾患・病ଶの患者΍ੑٸۓが
ある場合については，Φンライン診療を行った医師がより適切な医

3　入院தの患者（第 2部第 4અに規定する୹
（。手ज़等基本料を算定する患者を含むࡏ଺ظ
に対する࠶診の費用（۠分൪号Ａ001に掲͛
る࠶診料の஫ ５及び஫ 6に規定するՃ算並び
に۠分൪号Ａ002に掲͛る֎དྷ診療料の஫ 8
及び஫ 9 に規定するՃ算を除く。）は，第 2
部第 1અ，第 3અ又は第 4અの֤۠分のॴ定
点数に含まれるものとする。

第 1અ　ॳ　診　料

۠分
̖÷÷÷ ॳ਍ྉ 288点
஫ 1　保険医療機関においてॳ診を行った場
合に算定する。ただし，別に厚生労働大
臣が定めるࢪઃ基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届͚出た保険医
療機関において，৘ใ௨৴ثػΛ༻͍ͨ
ॳ਍Λͨͬߦ৔߹には，251点を算定する。
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ないと൑அされた患者の数を除く。）とする。
΢ ঺հ患者数については，ଞの保険医療機関（「特別の関係」にあ
る保険医療機関を除く。）から診療৘報提供ॻの提供をड͚，঺հ
ઌ保険医療機関において医学తにॳ診といわれる診療行為（৘報௨
৴機器を用いた診療のΈを行った場合を除く。）があった患者の数
とする。
Τ ঺հ患者数については，診療（৘報௨৴機器を用いた診療のΈٯ
を行った場合を除く。）に基づきଞの保険医療機関での診療のඞ要
ੑ等を認め，患者にઆ໌し，その同ҙをಘて当該ଞの保険医療機関
に対して，診療状گを示すจॻを添͑て঺հを行った患者（開ઃ者
と直接関係のあるଞの機関に঺հした患者を除き，̗÷÷5ôøøԕִ࿈
化診療৘報提供料を算定している患者をڧܞ診療料又は̗÷øø࿈ܞ
含む。）の数とする。
Φ ٹ体又は医療機関にॴ属するஂڞ患者数については，地方ެٸٹ
動ंによりൖૹされたॳ診の患者の数（ൖૹされた時間を໰わࣗٸ
ない。）とする。

⑵　特定機能病院及び地Ҭ医療支ԉ病院（一般病চの数が200চະຬの
病院を除く。），঺հड診重点医療機関（一般病চの数が200চະຬの
病院を除く。）及びڐՄ病চの数が400চ以上の病院（特定機能病院，
地Ҭ医療支ԉ病院及び঺հड診重点医療機関並びに一般病চの数が
200চະຬの病院を除く。）は，঺հׂ合及びٯ঺հׂ合を「別༷ࢴ式
28」（ÿý5ท）により，ຖ年10月に地方厚生（支）局長΁報告する。ま
た，報告を行った保険医療機関であって，報告年౓の࿈ଓする 6か月
間で࣮੷の基準をຬたした保険医療機関については，ཌ年の 4月 1日
までに地方厚生（支）局長΁報告する。
　　なお，঺հׂ合及びٯ঺հׂ合のܭ算等については，令和 ５年 4月
1日から適用する。

Մ病চの数が400চ以上の病院（特定機能病院，地Ҭ医療支ԉ病ڐ　⑶
院及び঺հड診重点医療機関並びに一般病চの数が200চະຬの病院
を除く。）のうͪ，前年౓ 1年間の঺հׂ合の࣮੷が40ˋະຬ又はٯ
঺հׂ合の࣮੷が20̄ະຬの保険医療機関のऔѻいについては，⑵と
同༷である。
˖　ಛఆଥ݁཰ॳ਍ྉʹ͍ͭͯ
⑴　「஫ 4」に規定する保険医療機関において，医薬品価格ௐ査の৴པ
ੑを֬保する؍点から，ຖ年 9月຤日においてもଥ結཰が௿い状گ又
はଥ結཰，単品単価ܖ໿཰及び一律஋引きܖ໿に係る状گが報告して
いない状گのまま，ॳ診を行った場合は，特定ଥ結཰ॳ診料を算定す
る。
⑵　ଥ結཰，単品単価ܖ໿཰及び一律஋引きܖ໿のऔѻいについては，
「基本診療料のࢪઃ基準等及びその届出に関する手ଓきのऔѻいにつ
いて」（令和 4年 3月 4日保医発0304第 2 号）「別添 1」の第 2の ５を
参照のこと。
⑶　⑵に規定する報告のࡍには，保険医療機関とԷചൢചۀ者でऔ引価
格のܾ定に係るܖ໿ॻのࣸし等ଥ結཰のࠜڌとなるࢿ料をซͤて提出
する。

4　医療用医薬品のऔ引価格のଥ結཰（当
該保険医療機関においてߪ入された࢖用
薬ࡎの薬価（薬価基準）（平成20年厚生
労働省告示第60号。以下ʮༀՁج४ʯと
いう。）に収載されている医療用医薬品
の薬価૯額（֤医療用医薬品の規格単位
数量に薬価を৐͡た価格を合算したもの
をいう。以下同͡。）に઎めるԷചൢച
者（医薬品，医療機器等の品質，有ޮۀ
ੑ及び҆શੑの֬保等に関する法律（ত
和3５年法律第14５号）第34条第 ５ 項に規
定するԷചൢചۀ者をいう。）と当該保
険医療機関との間でのऔ引価格が定めら
れた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価૯額のׂ合をいう。以下同
͡。）に関して別に厚生労働大臣が定め
るࢪઃ基準をຬたす保険医療機関（ڐՄ
病চ数が200চ以上である病院に限る。）
においてॳ診を行った場合には，஫ 1本
จの規定にかかわらͣ，ಛఆଥ݁཰ॳ਍
ྉとして，214点（஫ 1 のただしॻに規

療ॴの機能分担のਪਐをਤる؍点から，ଞの保険医療機関等からのจ
ॻによる঺հがなく，ॳ診を行った場合は，「஫ 1」の規定にかかわ
らͣ「஫2」又は「஫3」のॴ定点数を算定する（ٸۓそのଞ΍むをಘ
ない事৘がある場合を除く。）。この場合において，患者に対しे分な৘
報提供を行い，患者のࣗ༝なબ୒と同ҙがあった場合には，「஫1」と
のࠩ額に相当する療養部分についてબ定療養として，その費用を患者か
ら௃収することができる。なお，保健ॴ及びࢢொଜ等の医師が，健康診
அ等の結果に基づき治療のඞ要ੑを認め，当該患者に対しඞ要な診療が
Մ能な保険医療機関を特定し，当該保険医療機関あてにจॻによる঺
հを行った患者については，঺հのある患者とΈなすことができる。
　　また，ॳ診の患者に઎めるଞの病院又は診療ॴ等からのจॻによる
঺հがあるもののׂ合（以下「঺հׂ合」という。）等が௿い保険医
療機関とは，「஫ 2」にあっては，঺հׂ合の࣮੷が５0ˋະຬ又はٯ
঺հׂ合の࣮੷が30̄ະຬの特定機能病院，地Ҭ医療支ԉ病院（「医
療法」第 4条第 1項に規定する地Ҭ医療支ԉ病院をいう。以下同͡。）
（一般病চの数が200চະຬの病院を除く。）及び同法第30条の18の 2
第 1 項に規定する֎དྷ機能報告対৅病院等（同法第30条の18の 4 第 1
項第 2号の規定に基づき，同法第30条の18の 2 第 1 項第 1号の厚生労
働省令で定める֎དྷ医療を提供する基װతな病院として౎ಓ෎ݝによ
りެ表されたものに限り，一般病চの数が200চະຬであるものを除
く。以下「঺հड診重点医療機関」という。）をいい，「஫ 3」にあっ
ては，঺հׂ合の࣮੷が40ˋະຬ又はٯ঺հׂ合の࣮੷が20̄ະຬの
Մ病চの数が400ڐ，Մ病চの数が400চ以上の病院（特定機能病院ڐ
চ以上の地Ҭ医療支ԉ病院及び঺հड診重点医療機関並びに一般病চ
の数が200চະຬの病院を除く。）をいう。঺հׂ合及びٯ঺հׂ合の
࣮੷の算定ظ間は，報告年౓の前年౓ 1年間（ただし，前年౓ 1年間
の࣮੷が基準にຬたなかった保険医療機関については，報告年౓の࿈
ଓする 6か月間。また，৽規に対৅となる保険医療機関については，
届出前 3か月間の࣮੷を有していること。）とし，当該ظ間の঺հׂ
合又はٯ঺հׂ合の࣮੷が基準を上回る場合には，঺հׂ合等が௿い
保険医療機関とはΈなされない。
˞　঺հׂ合及びٯ঺հׂ合のܭ算については，下هのとおりとす
る。
঺հׂ合（ˋ）ʹ
（঺հ患者数ʴٸٹ患者数）ʸॳ診の患者数ʷ100
ʹ（̄）঺հׂ合ٯ
ʷ1,000（診の患者数࠶ॳ診の患者数ʴ）঺հ患者数ʸٯ　

　なお，ॳ診の患者数，࠶診の患者数，঺հ患者数，ٯ঺հ患者数，
。患者数については，それͧれ次に掲͛る数をいうٸٹ
ア ॳ診の患者数については，患者の傷病について医学తにॳ診とい
われる診療行為があった患者の数（地方ެஂڞ体又は医療機関にॴ
属するࣗٸٹ動ंによりൖૹされた患者，当該地Ҭ医療支ԉ病院が
医療法第30条の 4に基づいて࡞成された医療ܭըにおいて位置づ͚
られたٸٹ医療事ۀを行う場合にあっては，当該ٸٹ医療事ۀにお
いてٳ日又は໷間にड診したٸٹ患者の数を除く。）とする。
イ 診の患者数については，患者の傷病について医学తにॳ診とい࠶
われる診療行為があった患者以֎の患者の数（地方ެஂڞ体又は医
療機関にॴ属するࣗٸٹ動ंによりൖૹされた患者，当該地Ҭ医療
支ԉ病院が医療法第30条の 4に基づいて࡞成された医療ܭըにおい
て位置づ͚られたٸٹ医療事ۀを行う場合にあっては，当該ٸٹ医
療事ۀにおいてٳ日又は໷間にड診したٸٹ患者，̗÷÷5ôøøԕִ࿈
化診療৘報提供料を算定している患者及ڧܞ診療料又は̗÷øø࿈ܞ
びసؼがܰշでありୀ院ޙのॳ回֎དྷ時に次回以߱の௨院のඞ要が

4条の 2第 1項に規定する特定機能病院
をいう。以下この表において同͡。），地
Ҭ医療支ԉ病院（同法第 4条第 1項に規
定する地Ҭ医療支ԉ病院をいう。以下こ
の表において同͡。）（同法第 7条第 2項
第 ５号に規定する一般病চ（以下ʮҰൠ
පচʯという。）の数が200ະຬであるも
のを除く。）及び֎དྷ機能報告対৅病院
等（同法第30条の18の 2 第 1 項に規定す
る֎དྷ機能報告対৅病院等をいう。以下
この表において同͡。）（ 同法第30条の
18の 4 第 1 項第 2号の規定に基づき，同
法第30条の18の 2 第 1 項第 1号の厚生労
働省令で定める֎དྷ医療を提供する基װ
తな病院として౎ಓ෎ݝがެ表したもの
に限り，一般病চの数が200ະຬである
ものを除く。）に限る。）であって，ॳ診
の患者に઎めるଞの病院又は診療ॴ等か
らのจॻによる঺հがあるもののׂ合等
が௿いものにおいて，別にްੜ࿑ಇେਉ
͕ఆΊΔऀױに対してॳ診を行った場合
には，஫ 1 本จの規定にかかわらͣ，
214点（஫ 1 のただしॻに規定する場合
にあっては，186点）を算定する。
3　病院である保険医療機関（ڐՄ病চ（医
療法の規定に基づきڐՄをड͚，एしく
は届出をし，又はঝ認をड͚た病চをい
う。以下この表において同͡。）の数が
400চ以上である病院（特定機能病院，
地Ҭ医療支ԉ病院，֎དྷ機能報告対৅病
院等（同法第30条の18の 4 第 1 項第 2号
の規定に基づき，同法第30条の18の 2 第
1 項第 1号の厚生労働省令で定める֎དྷ
医療を提供する基װతな病院として౎ಓ
෎ݝがެ表したものに限る。）及び一般
病চの数が200ະຬであるものを除く。）
に限る。）であって，ॳ診の患者に઎め
るଞの病院又は診療ॴ等からのจॻによ
る঺հがあるもののׂ合等が௿いものに
おいて，別にްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔऀױ
に対してॳ診を行った場合には，஫ 1本
จの規定にかかわらͣ，214点（஫ 1 の
ただしॻに規定する場合にあっては，
186点）を算定する。
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˖　௨ଇ
⑴　第 1部に規定する̗÷÷÷特定疾患療養管理料，̗÷÷ø特定疾患治療管
理料の「 1」΢イルス疾患ࢦ導料，同「 4」খ児特定疾患カ΢ンセリ
ング料，同「 ５」খ児Պ療養ࢦ導料，同「 6」てんかんࢦ導料，同「 7」
೉病֎དྷࢦ導管理料，同「 8」皮ෘՊ特定疾患ࢦ導管理料，同「17」
ຫੑ᙭痛疾患管理料，同「18」খ児ѱੑज瘍患者ࢦ導管理料及び同「21」
ࣖ鼻Һ޴Պ特定疾患ࢦ導管理料並びに第 2部第 2અ第 の֤۠分に׺1
規定するࡏ୐療養ࢦ導管理料及び第 8 部ਫ਼ਆՊઐ໳療法に掲͛る̞
÷÷4৺਎医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
⑵　算定回数が「ि」単位又は「月」単位とされているものについては，
特に定めのない限り，それͧれ日༵日から౔༵日までの 1ि間又は月
のॳ日から月の຤日までの 1か月を単位として算定する。

˖ 医学管理等の費用は，第 1અ医学管理料等，第 2અϓログラム医療
機器等医学管理Ճ算及び第 3અ特定保険医療材料料に掲͛るॴ定点数
を合算した点数により算定する。

◇ 「௨則 3」の֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算は，診療ॴにお͚る，平時から
のײછ๷止対ࡦの࣮ࢪ΍，地Ҭの医療機関等が࿈ܞして࣮ࢪするײછ
症対ࡦ΁の参ը，৽ײڵછ症の発生時等に౎ಓ෎ݝ等の要請をड͚て
発熱患者の֎དྷ診療等を࣮ࢪする体੍の֬保をߋにਪਐする؍点か
ら，診療時のײછ๷止対ࡦに係る体੍をධ価するものであり，別に厚
生労働大臣が定めるࢪઃ基準に適合しているものとして地方厚生（支）
局長に届͚出た診療ॴにおいて次に掲͛るものを算定する場合に，患
者 1ਓにつき月 1回に限りՃ算することができる。ただし，同一月に
̖÷÷÷の「஫11」，̖ ÷÷øの「஫1５」，第 2ষ第 2部ࡏ୐医療の「௨則 ５」
又は̞÷øùの「஫13」に規定する֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算を算定した場
合にあっては算定できない。
ア #÷÷øôùখ児Պ֎དྷ診療料
イ #÷÷øôùôþ֎དྷリϋϏリテーシϣン診療料
΢ #÷÷øôùôÿ֎དྷ์ࣹઢ照ࣹ診療料
Τ #÷÷øôùô9地Ҭแׅ診療料
Φ #÷÷øôùôø÷認஌症地Ҭแׅ診療料
カ #÷÷øôùôøøখ児かかりつ͚診療料
キ #÷÷øôùôøù֎དྷज瘍化学療法診療料
ク #÷÷ý໋ٹٸٹ管理料�
ケ #÷÷þôùୀ院ޙ๚໰ࢦ導料�

௨　ଇ
1 医学管理等の費用は，第 1અの֤۠分のॴ
定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって，ϓログラム医療機
器等の࢖用に係る医学管理を行った場合又は
別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以
下この部においてʮಛఆอݥҩྍࡐྉʯとい
う。）を࢖用した場合は，前号により算定し
た点数及び第 2અ又は第 3અの֤۠分のॴ定
点数を合算した点数により算定する。
3 組織తなײછ๷止対ࡦにつき۠分൪号Ａ
000に掲͛るॳ診料の஫11及び۠分൪号Ａ001
に掲͛る࠶診料の஫1５に規定する別に厚生労
働大臣が定めるࢪઃ基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届͚出た保険医療機
関（診療ॴに限る。）において，第 1 અの֤
۠分に掲͛る医学管理料等のうͪ次に掲͛る
ものを算定した場合は，֎དྷײછର্޲ࡦՃ
݄，としてࢉ øճに限り 6 点をॴ定点数にՃ
算する。この場合において，۠分൪号Ａ000
に掲͛るॳ診料の஫11，۠分൪号Ａ001に掲
͛る࠶診料の஫1５，第 2部の௨則第 ５号又は
۠分൪号Ｉ012に掲͛るਫ਼ਆՊ๚໰ࢦ・ޢ؃
導料の஫13にそれͧれ規定する֎དྷײછ対ࡦ
。上Ճ算を算定した月は，別に算定できない޲
イ খ児Պ֎དྷ診療料
ロ ֎དྷリϋϏリテーシϣン診療料
ϋ ֎དྷ์ࣹઢ照ࣹ診療料
ニ 地Ҭแׅ診療料
ホ 認஌症地Ҭแׅ診療料
ϔ খ児かかりつ͚診療料
ト ֎དྷज瘍化学療法診療料
チ 管理料໋ٹٸٹ

˖ 「௨則 4」の࿈ڧܞ化Ճ算は，「௨則 3」の֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算
を算定する場合であって，֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算を算定する保険医療
機関が，̖ù34ôùのײછ対޲ࡦ上Ճ算 1を算定する保険医療機関に対
し，ײછ症の発生状߅，گ菌薬の࢖用状گ等について報告を行ってい
る場合に算定する。

◇ 「௨則 ５」のαーϕイランスڧ化Ճ算は，「௨則 3」の֎དྷײછ対
上Ճ算を算定す޲ࡦછ対ײ上Ճ算を算定する場合であって，֎དྷ޲ࡦ
る保険医療機関が，院内ײછ対ࡦαーϕイランス（̟Ａ̣ＩＳ），ײ
છ対ࡦ࿈ڞܞ௨ϓラットフΥーム（̟ôＳＩＰＨＥ）等，地Ҭ΍શࠃ
のαーϕイランスに参Ճしている場合に算定する。

˖　ಛఆ࣬ྍױཆ؅ཧྉʹ͍ͭͯ
⑴　生活श׳病等の厚生労働大臣が別に定める疾患をओ病とする患者に
ついて，ϓライϚリケア機能を担う地Ҭのかかりつ͚医師がܭըతに
療養上の管理を行うことをධ価したものであり，ڐՄ病চ数が200চ
以上の病院においては算定できない。
⑵　別に厚生労働大臣が定める疾患をओ病とする患者に対して，治療ܭ
ըに基づき，෰薬，ӡ動，栄養等の療養上の管理を行った場合に，月
2回に限り算定する。

⑶　第 1回໨の特定疾患療養管理料は，̖÷÷÷ॳ診料（「஫ ５」のただし
ॻに規定するॴ定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除
き，以下この部において同͡。）を算定したॳ診の日又は当該保険医
療機関からୀ院した日からそれͧれى算して 1か月を経過した日以߱
に算定する。ただし，本管理料のੑ格にؑΈ， 1か月を経過した日が
日でない日に特定疾患療養ٳ日の直前のٳ日の場合であって，そのٳ
管理料の「஫ 1」に掲͛る要݅をຬたす場合には，その日に特定疾患
療養管理料を算定できる。
⑷　̖÷÷÷ॳ診料を算定したॳ診の日又は当該保険医療機関からୀ院し
た日からそれͧれى算して 1か月を経過した日がཌʑ月の 1日となる
場合であって，ॳ診料を算定したॳ診の日又はୀ院の日が属する月の
ཌ月の຤日（その຤日がٳ日の場合はその前日）に特定疾患療養管理
料の「஫ 1」に掲͛る要݅をຬたす場合には，本管理料のੑ格にؑΈ，
その日に特定疾患療養管理料を算定できる。
⑸　診࡯に基づきܭըతな診療ܭըをཱてている場合であって，ඞ要΍
むをಘない場合に，ޢ؃に当たっているՈ଒等を௨して療養上の管理
を行ったときにおいても，特定疾患療養管理料を算定できる。
ᾌ　管理内容の要点を診療࿥にه載する。
ᾍ　同一保険医療機関において， 2以上の診療Պにわたりड診している
場合においては，ओ病と認められる特定疾患の治療に当たっている診
療ՊにおいてのΈ算定する。
ᾎ　別に厚生労働大臣が定める疾患をओ病とする者に対し，࣮ࡍにओ病

リ ୀ院ޙ๚໰ࢦ導料
4 体੍ܞに関する医療機関間の࿈ࡦછ症対ײ
につき۠分൪号Ａ000に掲͛るॳ診料の஫12
及び۠分൪号Ａ001に掲͛る࠶診料の஫16に
規定する別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に
届͚出た保険医療機関において，前号に規定
する֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算を算定した場合
は，࿈ڧܞԽՃࢉとして，݄ øճに限り 3 点
をߋにॴ定点数にՃ算する。
５ する৘報を提供する体੍ࢿにࡦછ๷止対ײ
につき۠分൪号Ａ000に掲͛るॳ診料の஫13
及び۠分൪号Ａ001に掲͛る࠶診料の஫17に
規定する別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に
届͚出た保険医療機関において，第 3号に規
定する֎དྷײછ対޲ࡦ上Ճ算を算定した場合
は，αʔϕΠϥϯεڧԽՃࢉとして，݄ øճ
に限り 1 点をߋにॴ定点数にՃ算する。

第 1અ 医ֶ管ཧ料等

۠分
̗÷÷÷ ಛఆ࣬ྍױཆ؅ཧྉ
1 　診療ॴの場合 225点
2 Մ病চ数が100চະຬの病院の場合ڐ　

147点
3 Մ病চ数が100চ以上200চະຬの病院ڐ　
の場合 87点
஫ 1　別に厚生労働大臣が定める疾患をओ病
とする患者に対して，治療ܭըに基づき
療養上ඞ要な管理を行った場合に，݄ ù
ճに限り算定する。
2　۠分൪号Ａ000に掲͛るॳ診料を算定
するॳ診の日に行った管理又は当該ॳ診
の日から 1 月以内に行った管理の費用
は，ॳ診料に含まれるものとする。
3　入院தの患者に対して行った管理又は
ୀ院した患者に対してୀ院の日からى算
して 1月以内に行った管理の費用は，第
1ষ第 2部第 1અに掲͛る入院基本料に
含まれるものとする。
4　第 2部第 2અ第 導管理ࢦ୐療養ࡏ׺1
料の֤۠分に掲͛るࢦ導管理料又は۠分
൪号̗001の 8 に掲͛る皮ෘՊ特定疾患
導管理をड͚ࢦ導管理料を算定すべきࢦ
ている患者に対して行った管理の費用
は，֤۠分に掲͛るそれͧれのࢦ導管理
料に含まれるものとする。
５ 別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準に
適合しているものとして地方厚生局長等
に届͚出た保険医療機関において，特定
疾患療養管理料を算定すべき医学管理を

̗
ҩ
؅

̗
ҩ
؅

̗÷÷÷　　ùø3ùøù　　௨　ଇ

第 2章　特 ܝ 診 療 料

第1部　医ֶ管ཧ等



　ੑછ৭体異常

˖　΢Πϧε࣬ࢦױಋྉʹ͍ͭͯ
⑴　肝Ԍ΢イルス，ＨＩ̫又は成ਓ̩ࡉ๔ന血病΢イルスによる疾患に
ጶ患しており，かつ，ଞਓに対しײછさͤるة険がある者又はそのՈ
଒に対して，療養上ඞ要なࢦ導及び΢イルスײછ๷止のためのࢦ導を
行った場合に，肝Ԍ΢イルス疾患又は成ਓ̩ࡉ๔ന血病については，
患者 1ਓにつき 1回に限り算定し，ޙఱੑ໔Ӹ不શ症ީ܈については，
月 1回に限り算定する。
⑵　当該΢イルス疾患にጶ患していることが໌らかにされた時点以߱
に，「஫ 1」に掲͛るࢦ導を行った場合に算定する。なお，΢イルス
છ，Ո଒内ײ導及び院内ࢦ導には，ެऺӴ生上のࢦછ๷止のためのײ
。導等が含まれるࢦછ๷止のためのײ
⑶　ＨＩ̫のײછ者に対してࢦ導を行った場合には，「ロ」を算定する。
⑷　同一の患者に対して，同月内に「イ」及び「ロ」の૒方に該当する
。導が行われた場合は，ओたるもの一方のॴ定点数のΈを算定するࢦ
⑸　「஫ 2」に掲͛るՃ算は，別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準に適
合しているものとして地方厚生（支）局長に届͚出た保険医療機関に
おいて，ޙఱੑ໔Ӹ不શ症ީ܈にጶ患している患者又はＨＩ̫のײછ
者に対して療養上ඞ要なࢦ導及びײછ༧๷に関するࢦ導を行った場合
に算定する。
ᾌ　ࢦ導内容の要点を診療࿥にه載する。
ᾍ 「஫ 3」に規定する৘報௨৴機器を用いた医学管理については，Φ
ンラインࢦ針にԊって診療を行った場合に算定する。

˖　ಛఆༀ؅ྍ࣏ࡎཧྉ øʹ͍ͭͯ
ア　下هのものに対して౤༩薬ࡎの血தೱ౓をଌ定し，その結果に基
づき当該薬ࡎの౤༩量をਫ਼ີに管理した場合，月 1回に限り算定す
る。
❟　৺疾患患者であってδΪλリス੡ࡎを౤༩しているもの
➈　てんかん患者であって߅てんかんࡎを౤༩しているもの
❷　臓器Ҡ২ज़をड͚た患者であって臓器Ҡ২にお͚るڋ൱反Ԡの
཈੍を໨తとして໔Ӹ཈੍ࡎを౤༩しているもの
❳　気管支ᄶଉ，ᄶଉੑ（༷）気管支Ԍ，ຫੑ気管支Ԍ，ഏ気ज又
はະख़児無ݺ吸発࡞の患者であってテΦフΟリン੡ࡎを౤༩して
いるもの
❻　不੔຺の患者であって不੔຺用ࡎをܧଓతに౤༩しているもの
❺　౷合ࣦௐ症の患者であってϋロϖリυール੡ࡎ又はブロムϖリ
υール੡ࡎを౤༩しているもの
❱　᪮うつ病の患者であってリチ΢ム੡ࡎを౤༩しているもの
❮　᪮うつ病又は᪮病の患者であってバルϓロࢎφトリ΢ム又はカ
ルバϚθϐンを౤༩しているもの
➅　ϕーチェット病の患者であって活動ੑ・೉治ੑ؟症状を有する
もの又はそのଞの非ײછੑͿͲう膜Ԍ（طଘ治療でޮ果不े分で，
છੑͿͲײ部の非ޙ௿下のおそれのある活動ੑのத間部又はྗࢹ
う膜Ԍに限る。），࠶生不ྑੑ貧血，੺ժٿᚋ，ਘ常ੑסᚔ，೵᙮
ᚔ，શ਎型重症筋無ྗ症，アס皮症，関અ症ੑߚᚔੑס，ᚔסੑ
トϐーੑ皮ෘԌ（طଘ治療でे分なޮ果がಘられない患者に限

̗÷÷ø ಛఆ࣬؅ྍ࣏ױཧྉ
ø　΢Πϧε࣬ࢦױಋྉ
イ　΢イルス疾患ࢦ導料 1 240点
ロ　΢イルス疾患ࢦ導料 2 330点
஫ 1　イについては，肝Ԍ΢イルス疾患又
は成ਓ̩ࡉ๔ന血病にጶ患している患
者に対して，ロについては，ޙఱੑ໔
Ӹ不શ症ީ܈にጶ患している患者に対
して，それͧれ療養上ඞ要なࢦ導及び
導を行った場合ࢦછ༧๷に関するײ
に，イについてはऀױ øਓʹ͖ͭ øճ
に限り，ロについてはऀױ øਓʹ͖ͭ
݄ øճに限り算定する。ただし，۠分
൪号̗000に掲͛る特定疾患療養管理
料を算定している患者については算定
しない。
2　別にްੜ࿑ಇେਉ͕ఆΊΔࢪઃج४
ʹద߹͍ͯ͠Δ΋ͷとして地方厚生局
長等に届͚出た保険医療機関におい
て，ロのࢦ導が行われる場合は，220
点をॴ定点数にՃ算する。
3 別に厚生労働大臣が定めるࢪઃ基準
に適合しているものとして地方厚生局
長等に届͚出た保険医療機関におい
て，΢イルス疾患ࢦ導料を算定すべき
医学管理を৘ใ௨৴ثػΛ༻͍ͯͬߦ
ͨ৔߹は，イ又はロのॴ定点数に୅͑
て，それͧれ209点又は287点を算定す
る。

ù 　ಛఆༀ؅ྍ࣏ࡎཧྉ
イ　特定薬ࡎ治療管理料 1 470点
ロ　特定薬ࡎ治療管理料 2 � 100点
஫ 1　イについては，δΪλリス੡ࡎ又は
を౤༩している患者，໔ࡎてんかん߅
Ӹ཈੍ࡎを౤༩している臓器Ҡ২ޙの
患者そのଞ別に厚生労働大臣が定める
患者に対して，薬෺血தೱ౓をଌ定し
てܭըతな治療管理を行った場合に算
定する。
2　イについては，同一の患者につき特
定薬ࡎ治療管理料を算定すべきଌ定及
びܭըతな治療管理を月 2回以上行っ
た場合においては，特定薬ࡎ治療管理
料は ø ճに限り算定することとし，第
1 回のଌ定及びܭըతな治療管理を
行ったときに算定する。

をத৺とした療養上ඞ要な管理が行われていない場合又は࣮ଶతにओ
病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定
できない。
ᾏ　ओ病とは，当該患者のશ਎తな医学管理のத৺となっている特定疾
患をいうものであり，対診又はґཔにより検査のΈを行っている保険
医療機関にあっては算定できない。
ᾐ　入院தの患者については，いかなる場合であっても特定疾患療養管
理料は算定できない。従って，入院தの患者にଞの疾患が発症し，別
のՊの֎དྷ診療ࣨ΁行ってड診する場合であっても，当該発症につい
ては特定疾患療養管理料の算定はできない。
ᾑ　別に厚生労働大臣が定める疾病໊は，「疾病，傷֐及びࢮҼの౷ܭ
分類基本分類表（平成27年૯຿省告示第3５号）」（以下「分類表」とい
う。）に規定する分類に該当する疾病の໊শであるが，疾病໊につい
て֤医療機関でのݺশが異なっていても，その医学త内容が分類表上
の対৅疾病໊と同༷である場合は算定の対৅となる。ただし，ࠞཚを
ආ͚るため，できる限り分類表上の໊শを用いることが๬ましい。
ᾒ 「஫ ５」に規定する৘報௨৴機器を用いた医学管理については，Φ
ンラインࢦ針にԊって診療を行った場合に算定する。
˗　ಛఆ࣬ྍױཆ؅ཧྉͷର৅࣬ױ
　平成27年૯຿省告示第3５号（౷ܭ法第28条の規定に基づき，疾病，傷
」Ҽに関する分類を定める݅）のࢮ及び֐ 6⑴　基本分類表」（以下「分
類表」という。）に規定する疾病のうͪ次の疾病
　結֩
　ѱੑ৽生෺
　甲状થো֐
　ॲ置ޙ甲状થ機能௿下症
　糖尿病
　スフΟンΰリϐυ୅ँো֐及びそのଞの脂質஝積ো֐
　ムί脂質症
　リϙ୿ന୅ँো֐及びそのଞの脂（質）血症
　リϙδストロフΟー
　ローϊア・ϕンιーυથ脂๱ज症
血ѹੑ疾患ߴ　
血ੑ৺疾患ڏ　
　不੔຺
　৺不શ
　೴血管疾患
　一過ੑ೴ڏ血発࡞及び関࿈症ީ܈
　単७ੑຫੑ気管支Ԍ及び೪液೵ੑຫੑ気管支Ԍ
不໌のຫੑ気管支Ԍࡉৄ　
　そのଞのຫੑ閉ੑ࠹ഏ疾患
　ഏ気ज
　ᄶଉ
　ᄶଉ発࡞重積状ଶ
　気管支֦ு症
　胃潰瘍
　े二ࢦ腸潰瘍
　胃Ԍ及びे二ࢦ腸Ԍ
　肝疾患（経過がຫੑなものに限る。）
　ຫੑ΢イルス肝Ԍ
　アルίールੑຫੑ膵Ԍ
　そのଞのຫੑ膵Ԍ
発症ૣظय़ࢥ　

৘ใ௨৴ثػΛ༻͍ͯͨͬߦ৔߹は，
1，2 又は 3 のॴ定点数に୅͑て，それ
ͧれ196点，128点又は76点を算定する。
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1 第 1 ষの規定にかかわらͣ，۠分൪号Ａ
103に掲͛るਫ਼ਆ病౩入院基本料のうͪ18対
1 入院基本料及び20対 1 入院基本料は，同ষ
に規定する当該診療料の算定要݅をຬたす保
険医療機関のうͪ医療法ࢪ行規則（ত和23年
厚生省令第５0号）第43条の 2に規定する病院
以֎の病院である保険医療機関においての
Έ，当該診療料を算定する病౩として届出を
行った病౩に入院している患者について，当
分の間，算定できるものとする。
2 第 1 ষの規定にかかわらͣ，۠分൪号Ａ
000の஫14のただしॻの規定によるՃ算は，
令和 6年 3月31日までの間に限り，算定でき
るものとする。
3 診療報酬の算定方法の一部を改正する݅
（令和 4 年厚生労働省告示第５4号）による改
正前の診療報酬の算定方法別表第一۠分൪号
Ａ101の஫ 1 及び஫11の規定については，令
和 4年 3月31日においてこれらの規定に基づ
く届出を行っている保険医療機関について
は，同年 9月30日までの間に限り，なお従前
の例による。
4 第 1 ষの規定にかかわらͣ，۠分൪号Ａ
101の஫11に規定する診療料は，令和 6 年 3
月31日までの間に限り，算定できるものとす
る。
５ 第 2 ষの規定にかかわらͣ，۠分൪号Ｄ
007の 1 に掲͛るアルブミン（̗ＣＰ改ྑ法・
̗Ｃ̜法）のうͪ，̗Ｃ̜法によるものは，
令和 6年 3月31日までの間に限り，算定でき
るものとする。
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医
科

診
療

報
酬

点
数

表
に

記
載

す
る

診
療

等
に

要
す

る
書

面
等

は
別

紙
様

式
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

な
お

、
当

該
様

式
は

、
参

考
と

し
て

示
し

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
示

し
て

い
る

事
項

が
全

て
記

載
さ

れ
て

い
る

様
式

で
あ

れ
ば

、
当

該
別

紙
様

式
と

同
じ

で
な

く
て

も
差

し
支

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

ま
た

、
当

該
別

紙
様

式
の

作
成

や
保

存
等

に
当

た
っ

て
は

、
医

師
事

務
作

業
の

負
担

軽
減

等
の

観
点

か
ら

各
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
工

夫
さ

れ
た

い
こ

と
。

 

自
筆

の
署

名
が

あ
る

場
合

に
は

印
は

不
要

で
あ

る
こ

と
。

 

署
名

又
は

記
名

・
押

印
を

要
す

る
文

書
に

つ
い

て
は

、
電

子
的

な
署

名
を

含
む

。
 

様
式

1
1
、

1
2
、

1
2
の

２
、

1
2
の

３
、

1
2
の

４
、

1
3
、

1
6
、

1
7
、

1
7
の

２
、

1
8
に

つ
い

て
、

電
子

的
方

法
に

よ

っ
て

、
個

々
の

患
者

の
診

療
に

関
す

る
情

報
等

を
他

の
保

険
医

療
機

関
、

保
険

薬
局

等
に

提
供

す
る

場
合

は
、

厚

生
労

働
省

「
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
を

遵
守

し
、

安
全

な
通

信
環

境
を

確

保
す

る
と

と
も

に
、

書
面

に
お

け
る

署
名

又
は

記
名

・
押

印
に

代
わ

り
、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

定
め

ら
れ

た
電

子

署
名

（
厚

生
労

働
省

の
定

め
る

準
拠

性
監

査
基

準
を

満
た

す
保

健
医

療
福

祉
分

野
P
K
I
認

証
局

の
発

行
す

る
電

子
証

明
書

を
用

い
た

電
子

署
名

、
認

定
認

証
事

業
者

（
電

子
署

名
及

び
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
2
年

法
律

第

1
0
2
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

特
定

認
証

業
務

を
行

う
者

を
い

う
。

）
又

は
認

証
事

業
者

（
同

条
第

２
項

に

規
定

す
る

認
証

業
務

を
行

う
者

（
認

定
認

証
事

業
者

を
除

く
。

）
を

い
う

。
）

の
発

行
す

る
電

子
証

明
書

を
用

い

た
電

子
署

名
、

電
子

署
名

等
に

係
る

地
方

公
共

団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

機
構

の
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4

年
法

律
第

1
5
3
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）
に

基
づ

き
、

平
成

1
6
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１
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2
9
日

か
ら

開
始

さ
れ

て
い

る
公

的
個

人
認

証
サ

ー
ビ

ス
を

用
い

た
電

子
署

名
等

）
を

施
す

こ
と
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食事療養及び生活療養の費用額算定表関係告示

◎厚生省告示第238号
� （平成28. 3. 4　厚生労働省告示第63号改正）
　入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関
する基準（平成 6 年 8 月厚生省告示第237号）に基づき，
入院時食事療養の基準等を次のように定め，平成 6年10月
1 日から適用する。
　　平成 6年 8月 ５日

厚生大臣　　井　出　正　一　

入院時食事療養及び入院時生活療養の
食事の提供たる療養の基準等　　　　

一　入院時食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養及び入院
時生活療養（Ⅰ）を算定すべき生活療養の基準
㈠　原則として，当該保険医療機関を単位として行うも
のであること。
㈡　入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供た
る療養は，管理栄養士又は栄養士によって行われてい
ること。
㈢　患者の年齢，病状によって適切な栄養量及び内容の
入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる
療養が適時に，かつ適温で行われていること。
㈣　地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生
局長等」という。）に対して当該届出を行う前 6月間
において当該届出に係る事項に関し，不正又は不当な
届出（法令の規定に基づくものに限る。）を行ったこ
とがないこと。
㈤　地方厚生局長等に対して当該届出を行う前 6月間に
おいて療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき
厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働
省告示第107号）第三に規定する基準に違反したこと
がなく，かつ，現に違反していないこと。
㈥　地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点におい
て，厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師
等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平成18
年厚生労働省告示第104号）に規定する入院患者数の
基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準
に該当する保険医療機関でないこと。
㈦　地方厚生局長等に対して当該届出を行う前 6月間に
おいて，健康保険法（大正11年法律第70号）第78条第
1項の規定に基づく検査等の結果，診療内容又は診療
報酬の請求に関し，不正又は不当な行為が認められた
ことがないこと。

二　入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる
療養に係る特別食
　疾病治療の直接手段として，医師の発行する食事箋に
基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓
食，肝臓食，糖尿食，胃潰瘍食，貧血食，膵臓食，脂質
異常症食，痛風食，てんかん食，フェニールケトン尿症

食，楓糖尿症食，ホモシスチン尿症食，ガラクトース血
症食，治療乳，無菌食及び特別な場合の検査食（単なる
流動食及び軟食を除く。）

材料価格基準関係告示

◎厚生労働省告示第61号
（令和 4. 3. 4　厚生労働省告示第５8号改正）

　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第５9号）
の規定に基づき，特定保険医療材料及びその材料価格（材
料価格基準）を次のように定め，平成20年 4 月 1 日から適
用し，特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）
（平成18年厚生労働省告示第96号）は，平成20年 3 月31日
限り廃止する。ただし，同日以前に行われた療養に要する
費用の額の算定については，なお従前の例による。
　　平成20年 3 月 ５ 日

厚生労働大臣　　舛　添　要　一　

　特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）

　特定保険医療材料及びその材料価格は，別表に収載され
ている特定保険医療材料及び当該特定保険医療材料につい
て同表に定める価格（消費税及び地方消費税に相当する額
を含む。）とする。
〔編注；別表の材料価格に＊印を付している分類等の材料

価格については経過措置が定められています（別
表のⅨ「経過措置」参照）。〕

別表
Ⅰ　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）
別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」とい
う。）の第 2 章第 2 部に規定する特定保険医療材料及び
その材料価格
001 腹膜透析液交換セット
⑴　交換キット� ５５4円
⑵　回路
①　Ｙセット� 884円
②　ＡＰＤセット� ５,470円
③　ＩＰＤセット� 1,040円

002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
⑴　本体� 1,５20円
⑵　付属品
①　フーバー針� 419円
②　輸液バッグ� 414円

003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
⑴　一般型
①　カフ付き気管切開チューブ
ア　カフ上部吸引機能あり
ⅰ　一重管� 4,110円
ⅱ　二重管� ５,790円
イ　カフ上部吸引機能なし
ⅰ　一重管� 3,800円
ⅱ　二重管� 6,080円

②　カフなし気管切開チューブ� 4,080円
⑵　輪状甲状膜切開チューブ� 2,740円
⑶　保持用気管切開チューブ� 6,140円

004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブ
ルカテーテル
⑴　 2管一般（Ⅰ）� 233円
⑵　 2管一般（Ⅱ）
①　標準型� ５61円
②　閉鎖式導尿システム� 64５円
⑶　 2管一般（Ⅲ）
①　標準型� 1,6５0円
②　閉鎖式導尿システム� 1,720円
⑷　特定（Ⅰ）� 741円
⑸　特定（Ⅱ）� 2,090円

005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカ
テーテル
⑴　経鼻用
①　一般用� 183円
②　乳幼児用
ア　一般型� 94円
イ　非ＤＥＨＰ型� 147円
③　経腸栄養用� 1,630円
④　特殊型� 2,110円
⑵　腸瘻用� 3,870円

006 在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。）
⑴　ダイアライザー
①　Ⅰａ型� 1,480円
②　Ⅰｂ型� 1,５00円
③　Ⅱａ型� 1,480円
④　Ⅱｂ型� 1,５20円
⑤　Ｓ型� 1,620円
⑥　特定積層型� ５,690円
⑵　吸着型血液浄化器（β2－ミクログロブリン除
去用）� 21,700円

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
⑴　化学療法用� 3,180円
⑵　標準型� 3,090円
⑶　ＰＣＡ型� 4,270円
⑷　特殊型� 3,240円

008 皮膚欠損用創傷被覆材
⑴　真皮に至る創傷用� 1 ㎠当たり 6円
⑵　皮下組織に至る創傷用
①　標準型 1㎠当たり10円
②　異形型� 1 ｇ当たり3５円
⑶　筋・骨に至る創傷用� 1 ㎠当たり2５円

009 非固着性シリコンガーゼ
⑴　広範囲熱傷用� 1,080円
⑵　平坦部位用� 142円
⑶　凹凸部位用� 309円

010 水循環回路セット� 1,100,000円
011 膀胱瘻用カテーテル� 3,790円
012 交換用胃瘻カテーテル
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